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議
員
発
議
の
内
容

予
防
接
種
と
健
康
被
害
の
因
果
関
係
を

審
査
す
る
、
市
予
防
接
種
健
康
被
害
調
査

委
員
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
建
設
に

伴
い
、
起
終
点
変
更
の
た
め
既
存
路
線
を

廃
止
し
、
再
度
認
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

な
ど
。

固
定
資
産
評
価
委
員
会
委
員
に
、
寺
島

英
輔
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
も

の
。

平成29年市議会
第2回定例会会期日程 （案）
月日 曜日 摘　　要

6/5 月
第２回定例会 開会
行政事務報告、議案上程ほか

8 木 一般質問

9 金 一般質問

12 月 一般質問

15 木
議案質疑・委員会付託
総務常任委員会

16 金
文教福祉常任委員会
産業建設常任委員会

23 金
第２回定例会 閉会
委員会審査報告、採決ほか

※上記は予定であり、変更となることもあります。
※第２回定例会で審査する請願・陳情は、５月26日（金）午後
５時まで受け付けています。

議
案
第
32
号

議
案
第
33
号

議
案
第
35
号

委 員 会 付 託 内 容 ・ 審 査 報 告 ※議案名などは、採決結果一覧
（６ページ）を参照ください。

総
務
常
任
委
員
会

●
議
案
第
25
号

問　

職
員
定
数
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る

主
な
要
因
は
な
に
か
。

答　

今
後
５
年
間
の
定
年
退
職
職
員
の
再

任
用
制
度
の
利
用
者
数
見
込
み
と
、
今
後

の
市
の
新
規
事
業
を
見
据
え
た
う
え
で
必

要
な
採
用
職
員
数
を
考
慮
し
て
、
職
員
定

数
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

●
議
案
第
34
号

問　

事
業
に
対
す
る
補
助
割
合
は
ど
の
く

ら
い
か
。

答　

消
火
設
備
に
つ
い
て
、
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
等
設
備
に
対
し
て
は
、
施
設
の
床
面

積
に
対
し
て
１
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

９
，
２
６
０
円
。
ま
た
、
消
火
ポ
ン
プ
ユ

ニ
ッ
ト
に
対
し
て
は
、
１
施
設
当
た
り
２

３
２
万
円
。
自
動
火
災
報
知
機
に
対
し
て

　

３
月
７
日
か
ら
９
日
の
３
日
間
に
わ

た
っ
て
予
算
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、

市
執
行
部
か
ら
の
詳
細
な
る
説
明
聴
取

と
質
疑
を
通
じ
て
、
慎
重
か
つ
入
念
に

審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
結
果

　

議
案
第
11
号
か
ら
議
案
第
21
号
は
原

案
可
決
。

審
査
報
告

　

平
成
29
年
度
は
第
５
次
総
合
計
画
後

期
基
本
計
画
の
２
年
目
と
な
る
こ
と
か

ら
、
後
期
基
本
計
画
と
の
整
合
性
と
将

　

去
る
３
月
６
日
に
産
業
建
設
常
任
委

員
会
を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
５

件
に
つ
い
て
、
慎
重
な
審
査
を
行
い
ま

し
た
。

審
査
結
果

　

議
案
第
26
号
、
議
案
第
28
号
、
議
案

第
29
号
、
議
案
第
31
号
及
び
議
案
第
33

号
は
原
案
可
決
。

主
な
質
疑

●
議
案
第
26
号

問　

現
在
の
消
費
生
活
相
談
員
の
体
制

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
相
談
件
数
は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
。

答　

現
在
４
名
の
相
談
員
が
お
り
、
木

曜
日
を
除
く
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
４

日
間
を
、
２
名
の
相
談
員
で
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
を
組
ん
で
相
談
業
務
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
、
今
年
度
は
２
月
末
時
点

で
１
７
０
件
の
相
談
が
あ
っ
た
。

●
議
案
第
28
号
、
第
31
号

問　

本
市
の
ガ
ス
事
業
へ
、
民
間
会
社

が
参
入
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

答　

本
市
に
お
い
て
は
、
ガ
ス
料
金
が

安
い
こ
と
、
ま
た
ガ
ス
需
要
構
造
が
一

般
家
庭
主
体
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

　

去
る
３
月
３
日
に
文
教
福
祉
常
任
委
員
会

を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
２
件
、
請
願

１
件
に
つ
い
て
、慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
結
果

　

議
案
第
27
号
及
び
議
案
第
32
号
は
原
案
可

決
。
請
願
第
１
号
は
継
続
審
査
。

主
な
質
疑

●
議
案
第
27
号

問　

屋
外
の
施
設
を
午
後
５
時
以
降
使
用
す

る
場
合
、
１
時
間
の
使
用
を
許
可
す
る
理
由

は
な
に
か
。

答　

屋
外
の
社
会
体
育
施
設
は
こ
れ
ま
で
、

午
後
５
時
ま
で
の
貸
出
し
と
な
っ
て
お
り
、

日
没
時
間
が
長
く
な
る
時
期
に
、
１
時
間
利

用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
現

在
２
時
間
単
位
の
使
用
料
金
し
か
な
い
と
こ

ろ
に
、
新
た
に
１
時
間
の
使
用
料
金
額
を
設

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

３
月
２
日
に
総
務
常
任
委
員
会
を
開
催

し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
５
件
、
陳
情
２
件

に
つ
い
て
、
慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
結
果

　

議
案
第
23
号
か
ら
議
案
第
25
号
、
議
案

第
30
号
及
び
議
案
第
34
号
は
原
案
可
決
。

陳
情
第
１
号
及
び
陳
情
第
２
号
は
不
採
択
。

主
な
質
疑

●
議
案
第
23
号

問　

産
業
振
興
課
を
、
農
業
振
興
課
と
商

工
観
光
課
に
分
割
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、

ど
の
よ
う
な
人
員
配
置
に
な
る
の
か
。

答　

人
員
配
置
に
つ
い
て
、
ま
だ
決
定
は

し
て
い
な
い
が
、
農
業
振
興
課
は
18
人
、

商
工
観
光
課
は
７
人
を
予
定
し
て
い
る
。

予
算
特
別
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

文
教
福
祉

常
任
委
員
会

予
算
特
別
委
員
会

委
員
長
　
山
　
田
　
繁
　
子

副
委
員
長
　
佐
久
間
　
久
　
良

委
　
　
員
　
森
　
　
　
建
　
二

委
　
　
員
　
小
　
倉
　
利
　
昭

委
　
　
員
　
北
　
田
　
宏
　
彦

委
　
　
員
　
田
　
辺
　
正
　
弘

委
　
　
員
　
花
　
澤
　
房
　
義

委
　
　
員
　
加
藤
岡
　
美
佐
子

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長
　
田
　
辺
　
正
　
弘

副
委
員
長
　
前
之
園

孝

光

委
　
　
員
　
石
　
渡
　
登
志
男

委
　
　
員
　
黒

須

俊

隆

委
　
　
員
　
倉
　
持
　
安
　
幸

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

委
員
長
　
加
藤
岡
　
美
佐
子

副
委
員
長
　
小
金
井
　
　
　
勉

委
　
　
員
　
蛭

田

公
二
郎

委
　
　
員
　
秋
　
葉
　
好
　
美

委
　
　
員
　
堀

本

孝

雄

委
　
　
員
　
宮
　
間
　
文
　
夫

来
像
で
あ
る
「
未
来
に
向
け
て
み
ん
な

で
つ
く
ろ
う
！
住
み
た
い
・
住
み
続
け

た
い
ま
ち
」
の
実
現
に
向
け
て
の
必
要

性
や
緊
急
性
及
び
特
殊
事
情
等
を
考
慮

し
た
適
切
な
予
算
措
置
が
施
さ
れ
て
い

る
か
審
査
を
重
ね
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

総
括
と
し
て
、
平
成
29
年
度
各
会
計

予
算
に
つ
い
て
は
、
健
全
財
政
の
維
持

を
主
眼
に
置
き
、
財
源
の
確
保
に
努
め

な
が
ら
、
す
べ
て
の
事
務
事
業
に
つ
い

て
優
先
度
、
緊
急
性
、
費
用
対
効
果
を

踏
ま
え
た
な
か
で
、
十
分
精
査
さ
れ
た

内
容
で
あ
る
も
の
と
評
価
で
き
る
こ
と

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長
　
山

田

繁

子

副
委
員
長
　
佐
久
間

久

良

委
　
　
員
　
森
　
　
　
建
　
二

委
　
　
員
　
小

倉

利

昭

委
　
　
員
　
北

田

宏

彦

委
　
　
員
　
花

澤

房

義

か
ら
、
上
記
の
結
果
に
至
り
ま
し
た
。

　

執
行
部
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
以
外
に
も
委
員
会
審
査
に
お
い
て

多
く
の
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
さ

れ
、
特
段
の
努
力
を
期
待
す
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

最
後
に
、
市
長
を
は
じ
め
執
行
部
各

位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
諸

点
を
十
分
に
把
握
・
認
識
さ
れ
、
総
合

計
画
の
着
実
な
推
進
と
、市
民
が
安
心
・

安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
配
慮

さ
れ
た
的
確
な
予
算
執
行
に
あ
て
ら
れ

る
こ
と
を
強
く
要
望
し
、
予
算
特
別
委

員
会
の
審
査
報
告
と
し
ま
す
。

可
能
性
は
低
い
と
考
え
て
い
る
。

●
議
案
第
29
号

問　

防
災
公
園
を
都
市
公
園
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
の
効
用
は
な
に
か
。

答　

条
例
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

例
え
ば
公
園
施
設
の
占
用
や
使
用
な
ど

の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
条
例
に
基
づ

い
た
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

●
議
案
第
33
号

問　

住
宅
開
発
で
敷
設
さ
れ
た
道
路
を
、

市
で
認
定
す
る
際
の
基
準
は
あ
る
の
か
。

答　

道
路
認
定
基
準
が
あ
り
、
原
則
と

し
て
自
動
車
が
通
行
可
能
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
幅
員
が
４
ｍ
以
上
あ
る
こ
と
な

ど
の
諸
条
件
を
満
た
し
た
道
路
の
み
移

管
を
受
け
て
い
る
。

は
、
１
施
設
当
た
り
１
０
３
万
円
ま
で
の

補
助
と
な
る
。
ま
た
、
防
犯
対
策
に
つ
い

て
、
１
施
設
当
た
り
事
業
費
と
し
て
は
１

８
０
万
円
が
基
準
で
、
そ
の
２
分
の
１
の

90
万
円
を
限
度
と
し
て
補
助
を
す
る
も
の

で
あ
る
。

主
な
意
見

囲
を
拡
大
し
て
犯
罪
を
抑
止
す
る
こ

と
は
、
現
段
階
で
は
必
要
だ
と
考
え

る
」
と
の
意
見
や
、「
日
本
は
既
に

テ
ロ
防
止
の
13
の
国
際
条
約
を
締
結

し
て
い
る
。
ま
た
、
捜
査
機
関
に
よ

り
共
謀
罪
の
恣
意
的
な
判
断
が
行
わ

れ
る
危
険
が
あ
る
。
陳
情
に
は
賛
成

す
べ
き
」
等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

●
陳
情
第
１
号

　
「
オ
ス
プ
レ
イ
が
欠
陥
と
は
言
い
が

た
い
。
ま
た
、
島
嶼
防
衛
に
こ
の
機
動

力
が
重
要
か
つ
有
効
だ
と
聞
い
て
い

る
」
と
の
意
見
や
、「
オ
ス
プ
レ
イ
は

昨
年
12
月
に
沖
縄
で
墜
落
し
て
い
る
。

木
更
津
が
整
備
拠
点
基
地
と
な
る
と
、

オ
ス
プ
レ
イ
が
千
葉
県
の
空
を
飛
ぶ
こ

と
に
な
る
」
等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

●
陳
情
第
２
号

　
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機
に
、

テ
ロ
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
法
律
の
範

次
の
と
お
り
議
員
発
議
に
よ
る
提
案
が

さ
れ
、
い
ず
れ
も
可
決
し
ま
し
た
。

〇
発
議
案
第
１
号　

大
網
白
里
市
議
会
議

員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

〇
発
議
案
第
２
号　

大
網
白
里
市
議
会
政

務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

〇
発
議
案
第
３
号　

大
網
白
里
市
議
会
委

員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て


